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○
内
閣
府
令
第
七
十
六
号

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
児
童
手
当
法
（
昭
和

四
十
六
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
、
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十

二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
十
条
第
一
項
、
第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
二
十
六
条
並
び
に
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
三
項
第
二
号
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
令
（
平

成
二
十
六
年
政
令
第
二
百
十
三
号
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
手
当
法
施
行
規
則
及
び
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
四
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

児
童
手
当
法
施
行
規
則
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
児
童
手
当
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

児
童
手
当
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
四
第
二
項
第
十
号
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
す
る
。
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様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
及
び
様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
の
様
式
中
「㊞

」
及
び

「
◎

記
名
押
印
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」
を
削
る
。

、
。
様
式
第
二
号
中
「㊞

」
及
び
「記

入
押
印
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」
を
削
り
、
「寡

婦
・
寡
夫
・
勤

、
。

労
学
生
控
除
額

」
を
「寡

婦
・
ひ
と
り
親
・
勤
労
学
生
控
除
額

」
に
、
「寡

婦

（寡
夫

）控
除

（当
該
控
除
の
み
な
し
適
用

を
申
請
す
る
場
合
は

そ
の
額
を
控
除
し
た
額

）
」
を
「寡

婦
控
除

ひ
と
り
親
控
除

」
に
改
め
、
同
様
式
注
意

中
コ
を

、
、

12

削
り
、
サ
を
コ
と
す
る
。

様
式
第
六
号
中
「㊞

」
及
び
「記
入
押
印
に
代
え
て

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」
を
削
り
、
「寡

婦
・
寡
夫
・
勤

、
。

労
学
生
控
除
額

」
を
「寡

婦
・
ひ
と
り
親
・
勤
労
学
生
控
除
額

」
に
、
「寡

婦

（寡
夫

）控
除

（当
該
控
除
の
み
な
し
適
用

を
申
請
す
る
場
合
は

そ
の
額
を
控
除
し
た
額

）
」
を
「寡

婦
控
除

ひ
と
り
親
控
除

」
に
改
め
、
同
様
式
注
意

中
コ
を

、
、

11

削
り
、
サ
を
コ
と
す
る
。

様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
五
号
中
「㊞

」
を
削
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
内
閣
府
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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。
第
一
条
第
一
号
ヘ
⒃
中
「
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
二
十
一
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
府
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
児
童
手
当
法
施
行
規
則
様
式
第
一
号
、
様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
五
号
ま
で
及
び
様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第

十
三
号
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
令
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
六
号
の
改
正
規
定
（
「㊞

」
及
び
「記

入
押
印
に
代
え
て
、

署
名
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

」
を
削
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
同
令
様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
五
号
の
改
正
規

。

定

公
布
の
日

二

第
一
条
中
児
童
手
当
法
施
行
規
則
様
式
第
二
号
及
び
様
式
第
六
号
の
改
正
規
定
（
前
号
に
掲
げ
る
部
分
を
除
く
。
）

令
和
三
年
五
月
一
日



- 4 -

（
児
童
手
当
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
手
当
法
施
行
規
則
第
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
は
、
令
和
三
年
六
月
以
後
の

月
分
の
児
童
手
当
の
受
給
資
格
及
び
そ
の
額
に
つ
い
て
の
認
定
の
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
五
月
以
前
の
月
分
の
児
童

手
当
の
受
給
資
格
及
び
そ
の
額
に
つ
い
て
の
認
定
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
府
令
（
前
条
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
当
該
規
定
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
施
行

の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書

類
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
施
行
規
則
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
は
、
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
教
育
・
保
育
、
同
法
第
二
十
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
地
域
型
保
育
、
同
法
第
三
十
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
利
用
地
域
型
保
育
及
び
同
項
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第
四
号
に
規
定
す
る
特
例
保
育
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
教
育
・
保
育
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
月
が
令
和
三
年

九
月
以
後
の
場
合
に
お
け
る
同
法
の
規
定
に
よ
る
施
設
型
給
付
費
の
支
給
、
特
例
施
設
型
給
付
費
の
支
給
、
地
域
型
保
育
給

付
費
の
支
給
及
び
特
例
地
域
型
保
育
給
付
費
の
支
給
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
施
設
型
給
付
費
等
の
支
給
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
適
用
し
、
特
定
教
育
・
保
育
が
行
わ
れ
た
月
が
同
年
八
月
以
前
の
場
合
に
お
け
る
当
該
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・

保
育
給
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


